
老人クラブ会員向けに3つの保険で安心補償

〒100-8822  東京都千代田区霞が関3丁目 6-14 三久ビル1階102号

◆ 最寄りの市町村老人クラブ連合会に常備しています。
◆ 不足の場合は市町村老連を通じて右記までご請求ください。

公益財団法人

〈取扱代理店〉有限会社 シニアサービス社　TEL.03-3597-8769 〈引受保険会社〉 東京海上日動火災保険株式会社（担当課）医療・福祉法人部  法人第二課　TEL.03-3515-4144

専用FAX 03-3597-8767加入申込書等、
資 料 請 求 先

03-3597-8770
受付時間 9：30から17：00まで〈土、日、祝祭日、年末年始休〉

メールアドレス  hoken@senior-ltd.comホームページ  http://www.senior-ltd.com/

お問い合わせ
ご相談 先

この広告は、「老人クラブ傷害保険（老人クラブ団
体傷害保険特約付帯普通傷害保険）」、「普通傷害
保険」、「老人クラブ活動専用賠償責任保険（施設
賠償責任保険・生産物賠償責任保険）」について
ご紹介したものです。ご加入にあたっては、必ず
「老人クラブ3つの保険ご案内パンフレット」「概
要・ご加入の際の注意事項」等をよくお読みくだ
さい。ご不明な点等がありました場合には、全老
連保険係または取扱代理店、引受保険会社まで
お問い合わせください。

15-T01156　平成27年6月作成 2

※相談先の電話番号は「覚書メモ」（旧：加入者カード）に記載されています。

デイリーサポート
電話相談

● 介護関連サービス

● 生活支援関連サービス

⇒ 介護保険制度、ケアプラン等の介護全般に関わる相談

⇒ 法律、税務、社会保険、暮らしのご相談

他人の物を壊したり、ケガをさせた時の保険です。自分がケガをしてしまった時の保険です。

平成27年10月から一部改定

赤字：改定

傷害保険
加入者特典

傷害保険 総合型傷害保険 総合型1 傷害保険 活動型傷害保険 活動型2 賠償責任保険賠償責任保険3クラブの全会員加入が
条件です。

中途加入 地元の老人クラブを通して、1年中いつでも加入いただけます。

死亡・後遺障害保険金（後遺障害保険金はクラブ活動中のみ）／
入院保険金／手術保険金／通院保険金

対　　象 : 老人クラブ会員なら、年齢制限もなく誰でも加入できます。
補償範囲 : 総合型と活動型の2種類
掛 金 : 

お支払いする保険金 ：

保険期間 ： 掛金払込み日の翌月1日から1年間

〈　総合型〉 お一人掛金年額 3,500円、5,000円、10,000円
〈　活動型〉 お一人掛金年額 500円、1,000円、2,000円

1

2

中途加入 「新規加入のクラブ」および「会員の追加加入」は可能です。
・「新規加入クラブ」：毎月15日までに掛金の払込みで翌月1日からの加入となります。
  但し、保険期間は直近の10月1日までとなります。
・「会員追加加入」：届出は不要です。掛金は加入年に限り必要ありません。

加入時に会員名簿の提出は必要ありません。

但し、往復途上の事故およびご自身のケガは対象になりません。

※お支払いされる保険金は、事故の損害額や賠償責任割合に基づき、保険会社が査定いたします。支払限度額 ： 

掛 金 : クラブの全会員数×100円

補償範囲 : 〇老人クラブ活動中の対人・対物（損壊）の損害補償〈車等の事故は、対象外〉
〇管理下財物の盗難・紛失等
〇初期対応費用・訴訟対応費用特約：支払限度額５００万円（１事故）付帯

1億円

申込方法 ： 毎年9月15日までに賠責保険専用の掛金払込用紙（払込取扱票）で掛金を
　　　　　払込みください。

保険期間 ： 毎年10月1日（午前0時）～翌年10月1日（午後4時）までの1年間

【申込クラブの全会員数が30名未満の場合は、最低引受保険料3,000円
  を払込みください。】
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